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本
日
は
、
総
代
の
皆
様
に
は
何
か
と
お

忙
し
い
中
、
平
成

年
度
の
通
常
総
代
会

に
ご
出
席
下
さ
い
ま
し
て
大
変
ご
苦
労
様

で
す
。

ま
た
、
日
頃
か
ら
大
町
溝
土
地
改
良
区

の
事
業
運
営
に
つ
き
ま
し
て
は
ご
協
力
を

頂
き
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
す
。

さ
て
、
今
農
業
農
村
を
取
り
ま
く
諸
情

勢
は
百
年
に
一
度
と
言
う
世
界
的
金
融
危

機
の
あ
お
り
を
受
け
な
が
ら
も
益
々
厳
し

い
状
況
下
に
あ
り
ま
す
。

平
成

年
度
か
ら
は
、
戦
後
最
大
と
い

う
農
政
改
革
の
下
で

新
た
な
食
料
、
農

業
、
農
村
基
本
計
画

の
基
に
、
米
、
麦

大
豆
等
を
柱
に
品
目
横
断
的
経
営
安
定
対

策
の
確
立
が
今
後
の
農
政
の
柱
と
し
て
強

調
さ
れ
進
め
ら
れ
て
き
ま
し
た
。
特
に
米

を
中
心
と
し
た
生
産
量
と
需
要
、
供
給

の
バ
ラ
ン
ス
が
か
み
あ
わ
な
く
米
価
の

安
定
に
は
繋
が
ら
ず
、こ
の
こ
と
が
我
々

土
地
改
良
区
を
運
営
並
び
に
、
維
持
す
る

者
と
し
て
大
変
厳
し
い
も
の
が
あ
り
ま
す
。

先
日
、
国
会
で
は
二

八
年
度
第

次
補
正
予
算
が
成
立
し
ま
し
た
。
農
林
水

産
関
係
の
補
正
追
加
額
で
、
農
業
経
営
の

育
成
と
雇
用
創
出
に
向
け
た
対
策
に

百

億
円
を
計
上
し
、
内

百

億
円
は
水

田
フ
ル
活
用
推
進
交
付
金
と
し
て
、
こ
れ

ま
で
の
生
産
調
整
実
施
者
で
、
こ
れ
か
ら

も
生
産
調
整
を
実
施
す
る
農
業
者
に
対
し
、

水
稲
作
付
面
積
に
応
じ
て

ア
ー
ル
当
た

り

千
円
を
交
付
す
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

水
田
の

割
近
く
が
転
作
田
と
い
う
状

況
の
中
で
、
年
々
増
え
る
生
産
調
整
を
達

成
す
る
た
め
、
作
物
を
何
も
植
え
な
い
水

田
が

万
ヘ
ク
タ
ー
ル
に
も
上
っ
て
い
る

と
い
わ
れ
て
い
ま
す
。
ま
た
、
水
田
の
耕

作
放
棄
地
は

万

千
ヘ
ク
タ
ー
ル
と
い

わ
れ
て
い
ま
す
。

政
府
は
昨
年
、
新
規
需
要
米
と
麦
・
大

豆
飼
料
作
物
を
戦
略
作
物
と
位
置
付
け
、

転
作
田
で
増
産
を
図
る

水
田
の
フ
ル
活

用

を
打
ち
出
し
て
お
り
、こ
こ
に
き
て
、

生
産
調
整
の
あ
り
方
を
含
め
た
抜
本
的
な

米
政
策
の
見
直
す
議
論
に
は
、
今
後
充
分

注
目
し
て
い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

我
々
土
地
改
良
区
と
し
て
は
、
生
産
現

場
に
於
い
て
い
く
ら
耕
作
を
放
棄
す
る
土

地
が
増
え
よ
う
と
も
、
こ
れ
か
ら
の
地
域

の
環
境
保
全
を
踏
ま
え
た
施
設
の
維
持
管

理
は
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
そ
の
使

命
が
あ
る
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

平
成

年
度
か
ら
実
施
さ
れ
て
い
る
国

営
最
上
川
下
流
沿
岸
農
業
水
利
事
業
に
つ

い
て
は
、
当
初
計
画
ど
お
り
に
進
ん
で
お

り
、
平
田
揚
揚
水
機
場
改
修
工
事
、
草
薙

頭
首
工
の
改
修
工
事
で
は
頭
首
工
ゲ
ー
ト

の
改
修
、
除
塵
機
設
備
の
工
事
、
導
水
幹

線
ト
ン
ネ
ル
改
修
工
事
、
前
川
第

幹
線

用
水
路
新
設
工
事
が
計
画
ど
お
り
に
行
な

わ
れ
て
お
り
、
平
成

年
度
か
ら
は
そ
の

一
連
の
集
中
管
理
施
設
が
、
こ
の
大
町
溝

土
地
改
良
区
の
敷
地
内
に
設
置
す
る
事
で

進
ん
で
お
り
ま
す
。

ま
た
、
組
織
整
備
の
関
係
で
は
、
最
上

川
下
流
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の
今
後
の

維
持
管
理
組
織
の
在
り
方
に
つ
い
て
、
連

合
の
理
事
会
の
中
で
国
営
最
上
川
下
流
沿

岸
農
業
水
利
事
業
の
事
業
進
行
に
併
せ
て

検
討
し
て
お
り
、
最
上
川
下
流
右
岸
土
地

改
良
区
連
合
の
事
務
所
は
平
成

年

月

日
よ
り
大
町
溝
土
地
改
良
区
事
務
所
内

に
移
転
す
る
事
に
な
り
ま
す
。
ま
た
、
平

成

年
度
も
連
合
の
職
員
の
補
充
は
行
な

わ
な
い
で
、
各
単
区
か
ら

名
ず
つ
の
職

員
の
出
向
を
決
め
て
お
り
ま
す
。

以
上
の
よ
う
な
事
を
踏
ま
え
な
が
ら
、

本
日
の
通
常
総
代
会
に
於
い
て
は
、
総
議

第

号
か
ら
総
議
第

号
ま
で
の
提
出
と

な
り
ま
す
が
、
特
に
平
成

年
度
一
般
会

計
予
算
に
関
し
て
は
、
予
算
総
額

億

千

百

万
円
、
前
年
度
当
初
予
算
比
較

で
約

％
、

千

百

万

千
円
の
増

額
で
編
成
さ
れ
上
程
さ
れ
ま
す
。

そ
れ
ぞ
れ
の
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、

提
案
理
由
の
説
明
の
中
で
申
し
上
げ
ま
す
。

総
代
の
皆
様
に
は
慎
重
な
ご
審
議
を
い

た
だ
き
、
決
定
を
見
た
い
と
思
い
ま
す
の

で
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

去
る
三
月
十
七
日
に
平
成
二
十
年
度
通
常
総
代
会
が
開
催
さ
れ

平
成
二
十
年
度
補
正
予
算
案
及
び
平
成
二
十
一
年
度
予
算
案
等

全
四
十
一
議
案
を
全
員
賛
成
で
可
決
決
定
い
た
し
ま
し
た
。
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番

齋
藤

一

定
款
の
一
部
変
更
で

経
費
の
分
担
基

準

第

号
第

項
中
に
農
地
を
田

に
変
更
す
る
と
の
説
明
が
あ
り
ま
し
た
が
、

法
務
局
の
手
続
き
と
の
関
連
は
あ
る
の
か
。

総
務
課
長

第

号
第

項
経
費
の
分
担
基
準
に
つ

い
て
は
、
事
業
区
域
内
の

農
地

か
ら

田

に
賦
課
基
準
を
変
更
す
る
と
の
内

容
で
あ
り
、
法
務
局
の
手
続
き
と
の
関
連

は
あ
り
ま
せ
ん
。

番

齋
藤
誠
一

平
成

年

月

日
の
総
代
会
で
総
括

監
事
へ
確
認
し
ま
し
た
が
、
監
査
報
告
書

へ
の
理
事
会
よ
り
の
文
書
に
よ
る
回
答
は

あ
っ
た
の
か
。

齋
藤
久
太
郎

総
括
監
事

今
ま
で
理
事
会
へ
文
書
に
よ
り
報
告
を

求
め
る
も
の
が
な
か
っ
た
た
め
、
回
答
も

あ
り
ま
せ
ん
。

番

齋
藤
誠
一

今
回
の
変
更
で
監
事
の
責
任
が
非
常
に

重
要
と
な
る
と
思
い
ま
す
が
、
こ
の
度
の

変
更
に
つ
い
て
ど
の
よ
う
に
理
解
し
た
ら

よ
い
の
か
。

総
務
課
長

今
回
の
変
更
案
件
に
つ
い
て
は
、
昨
年

の

月
に
実
施
さ
れ
ま
し
た
土
地
改
良
区

検
査
に
よ
り
指
導
を
受
け
た
内
容
で
あ
り
、

総
括
監
事
よ
り
は

日
間
の
土
地
改
良
区

検
査
に
は
出
席
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。
監

査
規
程
の
変
更
に
つ
い
て
は
、
模
範
的
な

監
査
規
程
、
監
査
簿
様
式
に
修
正
す
る
必

要
が
あ
る
と
の
指
摘
で
あ
り
、
監
査
に
つ

い
て
も
非
常
に
重
要
性
が
あ
る
と
の
認
識

の
基
で
変
更
を
上
程
し
て
お
り
ま
す
。

番

齋
藤
誠
一

規
約
の
一
部
変
更
の
中
で
、
総
代
は
、

総
代
会
で
審
議
さ
れ
た
事
項
及
び
そ
の
結

果
に
つ
い
て
、
組
合
員
へ
の
周
知
に
努
め

る
も
の
と
す
る
。
を
追
加
す
る
と
の
説

明
が
あ
り
ま
し
た
が
、
重
要
な
事
項
は
組

合
員
へ
の
説
明
責
任
が
あ
る
と
理
解
し
て

い
い
の
か
。

総
務
課
長

土
地
改
良
区
の
広
報
活
動
だ
け
で
な
く
、

総
代
の
皆
さ
ん
よ
り
組
合
員
へ
の
周
知
、

啓
蒙
に
努
め
て
い
た
だ
き
た
い
旨
の
指
導

と
な
り
ま
す
。

番

吉
川
幸
吉

昨
年
の
土
地
改
良
区
検
査
で
指
摘
さ
れ

た

件
の
特
別
会
計
の
廃
止
に
つ
い
て
説

明
下
さ
い
。

総
務
課
長

廃
止
と
な
る

件
の
特
別
会
計
に
つ
い

て
は
、
予
算
総
額
が
大
き
い
会
計
の
わ
り

に
支
出
額
が
毎
年
少
額
な
た
め
に
積
立
金

的
な
要
素
の
高
い
会
計
と
な
っ
て
お
り
、

後
ほ
ど
説
明
し
ま
す
が
積
立
金
規
程
を
制

定
し
、
準
備
基
金
積
立
金
特
別
会
計
と
し

て
ま
と
め
て
管
理
す
べ
き
と
の
指
導
で
あ

り
ま
す
。

番

後
藤
正
夫

た
だ
今
理
事
長
よ
り
説
明
が
あ
っ
た
よ

う
に
昨
年
に
引
き
続
き
今
年
も
申
請
を
行

う
訳
で
す
が
、
上
堰
幹
線
の
用
水
不
足
に

よ
り
割
水
を
行
っ
て
お
り
上
堰
第
二
揚
水

機
の
全
面
稼
働
が
望
ま
れ
ま
す
が
、
今
回

の
上
堰
第
二
送
水
管
の
漏
水
補
修
に
つ
い

て
事
業
を
別
途
借
入
に
よ
り
計
画
前
に
実

施
す
る
こ
と
は
出
来
な
い
の
か
。

総
務
課
長

事
業
の
制
度
上
別
途
借
入
に
つ
い
て
は

困
難
で
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
他
地
区
の
事

業
が
取
り
消
し
を
行
わ
な
い
限
り
計
画
前

に
実
施
す
る
こ
と
は
困
難
で
す
。
上
堰
第

二
送
水
管
に
漏
水
が
発
生
し
た
場
合
は
応

急
的
な
対
処
を
い
た
し
ま
す
。

番

後
藤
正
夫

工
事
は
積
立
金
の
満
額
計
上
後
の
実
施

と
な
る
よ
う
で
す
が
、
何
年
度
に
実
施
す

る
の
か
。

総
務
課
長

上
堰
第
二
送
水
管
の
漏
水
補
修
に
つ
い

て
は
、
昨
年
の
議
案
で
は
平
成

年
か
ら

平
成

年
度
と
記
載
さ
れ
て
い
ま
す
が
、

今
年
の
議
案
に
は
平
成

年
度
か
ら
平
成

年
度
と
記
載
さ
れ
て
お
り
、
満
額
の

千

百
万
円
の
工
事
が
可
能
と
な
る
の
は
、

最
短
で
も
平
成

年
度
に
実
施
可
能
と
な

り
ま
す
。

番

上
林
正
志

昨
年
は
一
般
賦
課
金
が

円
下
が
り
ま

し
た
が
、
組
合
員
よ
り
は
更
な
る
賦
課
金

の
引
き
下
げ
の
要
望
が
あ
り
ま
す
。
今
後

平
成

年
度
通
常
総
代
会

総
代

名
の
内

名
の
出
席
の
上
、

番

齋
藤
勝
義
総
代
の
議
長
に
よ

り
、
全

議
案
が
審
議
さ
れ
ま
し
た
。

総
代
会
に
お
け
る
質
疑
応
答
は
、
次

の
と
お
り
で
す
。（
抜
粋
）
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の
賦
課
金
の
見
通
し
に
つ
い
て
説
明
願
い

ま
す
。
ま
た
、
最
上
川
下
流
右
岸
土
地
改

良
区
連
合
が
大
町
溝
土
地
改
良
区
事
務
所

内
に
移
転
す
る
と
の
こ
と
で
し
た
が
、
旧

事
務
所
の
今
後
の
活
用
方
法
に
つ
い
て
説

明
下
さ
い
。

齋
藤

理
事
長

一
般
賦
課
金
に
つ
い
て
は

年
間
で

円
の
軽
減
を
図
っ
て
き
ま
し
た
が
、
引
き

下
げ
に
つ
い
て
は
最
上
川
下
流
右
岸
土
地

改
良
区
連
合
賦
課
金
に
よ
る
も
の
で
、
最

上
川
下
流
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の
財
政

調
整
資
金
の
取
り
崩
し
を
行
い
、

千
万

円
の
積
立
が

千
万
円
余
り
と
な
り
厳
し

い
財
政
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
平

成

年
度
は
補
正
予
算
と
し
て

千
万
円

程
度
の
増
額
を
し
て
お
り
、
か
ん
ば
つ
対

策
等
の
影
響
も
あ
り
揚
水
機
の
稼
働
時
間

が
増
え
た
こ
と
に
よ
り

百
万
円
の
電
力

料
金
の
増
額
と
な
っ
て
お
り
、
厳
し
い
予

算
編
成
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。
昨
年
度
の

状
況
を
踏
ま
え
る
と
賦
課
金
の
値
上
げ
の

必
要
性
は
あ
り
ま
し
た
が
、
現
在
の
農
業

情
勢
の
中
で
い
っ
た
ん
下
げ
た
賦
課
金
の

値
上
げ
に
つ
い
て
は
困
難
で
あ
り
厳
し
い

状
況
を
乗
り
越
え
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り

ま
す
。
平
成

年
は
職
員
数
を
減
ら
し
、

事
務
所
を
大
町
溝
土
地
改
良
区
事
務
所
内

に
移
転
し
経
費
節
減
を
図
り
、
前
年
度
比

千

百
万
円
の
減
と
な
っ
て
お
り
、
組

合
員
へ
の
負
担
軽
減
に
繋
げ
る
こ
と
を
目

指
し
て
お
り
ま
す
。

ま
た
、
大
町
溝
土
地
改
良
区
に
お
い
て

も
理
事
会
で
負
担
軽
減
に
つ
い
て
の
協
議

は
行
っ
て
お
り
、
来
年
度
に
は
成
果
を
示

し
て
行
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す
。

最
上
川
下
流
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の

事
務
所
は
平
成

年
度
よ
り
移
転
と
な
り

ま
す
が
、
施
設
管
理
機
材
ま
で
の
移
行
が

出
来
な
い
た
め
に
当
面
は
、
施
設
の
運
用

が
必
要
と
な
り
ま
す
。

番

齋
藤
誠
一

職
員
退
職
給
与
金
積
立
金

％
の
積
立

を
行
う
た
め
に
は
毎
年
の
積
立
額
は
い
く

ら
必
要
と
な
る
の
か
。

総
務
課
長

単
年
度
で
、

百
万
円
か
ら

百
万
円

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
但
し
、
今
年
度
の

千

百
万
円
の
繰
出
に
伴
い
単
年
度
の

繰
出
金
は
少
な
く
な
り
ま
す
。
な
お
、
詳

し
い
内
容
に
つ
い
て
は
職
員
退
職
給
与
金

積
立
金
特
別
会
計
で
説
明
い
た
し
ま
す
。

番

齋
藤
誠
一

役
員
報
酬
に
つ
い
て
先
ほ
ど
規
程
の
別

表

の
変
更
で
決
議
さ
れ
ま
し
た
が
、
一

般
会
計
で
支
出
予
算
に
お
い
て
役
員
報
酬

の
詳
細
を
標
記
さ
れ
て
お
り
、
二
重
の
決

議
と
思
わ
れ
る
の
で
別
表

で
な
く
条
文

だ
け
の
変
更
で
は
い
け
な
い
の
か
。

総
務
課
長

先
ほ
ど
の
規
程
の
変
更
で
は
職
名
と
金

額
の
決
議
を
い
た
だ
き
ま
し
た
が
、
規
程

と
予
算
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
決
議

が
必
要
と
な
り
ま
す
。
ま
た
、
条
文
で
は

別
表

で
定
め
る
報
酬
と
な
っ
て
お
り
個

別
の
決
議
が
必
要
と
な
り
ま
す
。

番

後
藤
正
夫

収
入
の
最
上
川
連
合
賦
課
金
と
支
出
の

最
上
川
連
合
維
持
管
理
負
担
金
の

ア
ー

ル
当
た
り
の

円
の
金
額
差
に
つ
い
て
説

明
願
い
ま
す
。

総
務
課
長

最
上
川
下
流
右
岸
土
地
改
良
区
連
合
の

施
設
の
中
に
は
県
が
管
理
す
る
施
設
が
あ

り
、
そ
の
管
理
に
伴
う
負
担
と
し
て
支
出

の
部
の
第

款
第

項
分
担
金
よ
り
最
上

川
下
流
右
岸
地
区
基
幹
水
利
施
設
管
理
事

業
分
担
金
と
し
て
差
額
の

円
相
当
額
を

支
出
し
て
お
り
ま
す
。

齋
藤

理
事
長

全
国
土
地
連
表
彰

鈴
木
敏
夫
副
理
事
長

齋
藤
久
太
郎
総
括
監
事

県
土
地
連
庄
内
支
部
表
彰

平
成

年

月

日
に
開
催
さ
れ

ま
し
た
第

回
全
国
土
地
改
良
事
業

団
体
連
合
会
総
会
の
席
上
、
齋
藤

理
事
長
が
全
国
土
地
改
良
功
労
者
と

し
て
表
彰
さ
れ
ま
し
た
。

ま
た
、
平
成

年

月

日
に
開

催
さ
れ
ま
し
た
第

回
山
形
県
土
地

改
良
事
業
団
体
連
合
会
庄
内
支
部
総

会
の
席
上
、
鈴
木
敏
夫
副
理
事
長
、

齋
藤
久
太
郎
総
括
監
事
の
御
両
名
が

土
地
改
良
功
労
者
と
し
て
表
彰
さ
れ

ま
し
た
。

平
成

年

月

日
開
催

・
水
路
浚
渫
作
業
の
日
程

・
苗
代
及
び
本
田
用
水
の
日
程

・
か
ん
ば
つ
時
に
お
け
る
用
水
調
整

・
水
路
等
の
他
目
的
使
用

・
家
庭
雑
排
水
の
放
流

・
ゴ
ミ
の
不
法
投
棄

・
転
落
事
故
防
止

以
上
の
内
容
に
つ
い
て

協
議
さ
れ
ま
し
た
。



単位（千円）
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そ
の
他
の
特
別
会
計
予
算

特 別 会 計 名 予 算 額
担 い 手 育 成 支 援 事 業
役 員 退 任 慰 労 金 積 立 金
地 区 除 外 決 済 金 積 立 金
土 地 改 良 事 業 積 立 金
職 員 退 職 給 与 金 積 立 金
準 備 基 金 積 立 金

計

そ
の
他
の
特
別
会
計
予
算

特 別 会 計 名 予 算 額
担 い 手 育 成 支 援 事 業
役 員 退 任 慰 労 金 積 立 金
地 区 除 外 決 済 金 積 立 金
土 地 改 良 事 業 積 立 金
職 員 退 職 給 与 金 積 立 金
準 備 基 金 積 立 金

計



．一般会計賦課金

．償還金関係賦課金 納入期限 平成 年 月 日
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区 分 賦 課 金
期 期

納入期限 納入期限
平成 年 月 日 平成 年 月 日

円 円 円
経 常 賦 課 金
最上川連合賦課金

合 計

区 分 賦 課 金
期 期

納入期限 納入期限
平成 年 月 日 平成 年 月 日

円 円 円
経 常 賦 課 金
最上川連合賦課金

合 計

区 別 地 区 面 積 金 額 徴収率 賦課基準

団

体

営

南 田 沢 第 二 円 ％ 田 当り

上 郷 溝 円 ％ 土地 当り

石 名 坂 円 ％ 土地 当り

山 寺 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 円 ％ 田 当り

県

営

排 特 飛 鳥 円 ％ 田 当り

内 郷 円 ％ 土地 当り

山 元 円 ％ 土地 当り

中 平 田 東 円 ％ 土地 当り

南 平 田 円 ％ 土地 当り

西 平 田 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 南 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

大 正 溝 円 ％ 土地 当り

砂 越 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 西 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 砂 越 円 ％ 土地 当り

区 別 地 区 面 積 金 額 徴収率 賦課基準

団

体

営

南 田 沢 第 二 円 ％ 田 当り

上 郷 溝 円 ％ 土地 当り

石 名 坂 円 ％ 土地 当り

山 寺 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 円 ％ 田 当り

県

営

排 特 飛 鳥 円 ％ 田 当り

内 郷 円 ％ 土地 当り

山 元 円 ％ 土地 当り

中 平 田 東 円 ％ 土地 当り

南 平 田 円 ％ 土地 当り

西 平 田 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 南 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

大 正 溝 円 ％ 土地 当り

砂 越 田
畑

円
円

％
％

田 当り
畑 当り

中 平 田 西 円 ％ 土地 当り

飛 鳥 砂 越 円 ％ 土地 当り



平成 年度決済金について

畑の決済金は、地区によって田と同額の場合

一般決済金

ほ場整備事業地区決済金

と差がある場合があります。

農地転用に際しては、事前に農業振興地域からの除外手続きが必要となります。

平成 年度決済金について

畑の決済金は、地区によって田と同額の場合

一般決済金

ほ場整備事業地区決済金

と差がある場合があります。

平成 年度決済金について
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土地改良区区域内の田を田以外の地目に

転用し地区除外する場合決済金が必要とな

ります。これは、残った農地に過重な負担

を掛けないようにするためのものです。ま

た、同様にほ場整備事業実施地区の内、転

用が可能な地区の田の決済金（償還金残）は

一般決済金の他に納入していただくことと

なります。

なお、ほ場整備事業実施地区の内、畑の

場合も決済金（償還金残）が必要となる地区

がありますので必ずご相談下さるようお願

いいたします。

区 分 平成 年度（円 ）

維 持 管 理 関 係

国 営 事 業 関 係

合 計

区 分 平成 年度（円 ）

維 持 管 理 関 係

国 営 事 業 関 係

合 計

区 分 地 区 名 平成 年度（円 ）

団体営

上 郷 溝 地 区

石 名 坂 地 区

飛 鳥 地 区

山 寺 地 区

県営

内 郷 地 区

山 元 地 区

中平田東地区

南 平 田 地 区

西 平 田 地 区

西 平 田 地 区 畑

中平田南地区

中平田南地区 畑

大 正 溝 地 区

中平田西地区

砂 越 地 区

砂 越 地 区 畑

飛鳥砂越地区

区 分 地 区 名 平成 年度（円 ）

団体営

上 郷 溝 地 区

石 名 坂 地 区

飛 鳥 地 区

山 寺 地 区

県営

内 郷 地 区

山 元 地 区

中平田東地区

南 平 田 地 区

西 平 田 地 区

西 平 田 地 区 畑

中平田南地区

中平田南地区 畑

大 正 溝 地 区

中平田西地区

砂 越 地 区

砂 越 地 区 畑

飛鳥砂越地区

手続き原因
項目

必要書類

農地法第 条転用
（自所を地目変更）

農地法第 条転用
（所有権の移転を伴う地目変更）

公共事業買収に伴う転用

通知書への
記 載 事 項

転用組合員名・印鑑
地区総代の署名・捺印

転用組合員名（現在の組合員）・印鑑
転用関係者名（新たな取得予定者）・印鑑

地区総代の署名・捺印
転用組合員からの申し出

位 置 図
公図（写し） 丈 量 図
登記簿謄本 地積計算書
そ の 他 事業概要書

決済金を納入後、意見書の交付を受け、地区除外となる。

意見書を農業委員会に提出し転用の手続きを取る。

決済金を納入後、
地区除外となる。

手続き原因
項目

必要書類

農地法第 条転用
（自所を地目変更）

農地法第 条転用
（所有権の移転を伴う地目変更）

公共事業買収に伴う転用

通知書への
記 載 事 項

転用組合員名・印鑑
地区総代の署名・捺印

転用組合員名（現在の組合員）・印鑑
転用関係者名（新たな取得予定者）・印鑑

地区総代の署名・捺印
転用組合員からの申し出

位 置 図
公図（写し） 丈 量 図
登記簿謄本 地積計算書
そ の 他 事業概要書

決済金を納入後、意見書の交付を受け、地区除外となる。

意見書を農業委員会に提出し転用の手続きを取る。

決済金を納入後、
地区除外となる。

公共事業による農地の買収があった時は、大町溝 財務係までご一報下さい。（ ）

農地転用等の手続きの用紙は大町溝土地改良区のホームページ（ ）より印刷できます。

問い合わせ先 大町溝土地改良区 総務課 財務係 水落 小松まで



次
の
事
項
に
ご
注
意
の
上
、

ご
覧
下
さ
い
。

次
の
事
項
に
ご
注
意
の
上
、

ご
覧
下
さ
い
。
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共
通
事
項

地
区
面
積
は
、
平
成

年

月

日
現

在
の
も
の
で
す
。
平
成

年
度
以
降
、
転

用
（
地
区
除
外
）
が
発
生
し
た
場
合
は
、

償
還
金
に
変
更
が
生
じ
ま
す
。

担
い
手
育
成
資
金
及
び
平
準
化
資
金
は
、

平
成

年
度
変
更
計
画
書
の
数
値
を
使
っ

て
お
り
、
平
成

年
度
の
転
用
に
よ
る
変

更
は
反
映
さ
れ
て
い
ま
せ
ん
。

担
い
手
育
成
支
援
事
業
対
象

山
寺
・
飛
鳥
・
西
平
田
・
中
平
田
南
の

各
地
区
が
こ
の
事
業
の
対
象
と
な
っ
て
い

ま
す
。

中
平
田
東
地
区

こ
の
地
区
の
特
別
賦
課
金
は
、
地
区
の

申
し
出
に
よ
り

当
た
り
一
万
円
と
し

て
お
り
、
償
還
計
画
と
の
差
額
に
つ
い
て

は
、
繰
上
償
還
を
行
い
償
還
期
間
の
短
縮

を
図
っ
て
お
り
ま
す
。

記
載
し
た
償
還
金
は
、
償
還
総
額
と
地

区
面
積
で
単
純
に
算
出
し
た
も
の
で
、

実
際
の
賦
課
金
は
、
徴
収
率
、
電
算
経

費
等
が
勘
案
さ
れ
た
も
の
に
な
り
ま
す
。

上郷溝地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

上郷溝地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

石名坂地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

石名坂地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

山元地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

山元地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

計

中平田東地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

実際の
償還金

計

中平田東地区
（単位 円 ）

年度 平準化
資 金

実際の
償還金

計

中平田西地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計

中平田西地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計

飛鳥砂越地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計

飛鳥砂越地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計
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飛鳥地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

飛鳥地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

山寺地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

山寺地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

内郷地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

内郷地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

南平田地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

南平田地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

西平田地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

西平田地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

中平田南地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

中平田南地区
（単位 円 ）

年度 償還金 担い手育成資金
平準化
資 金 総計

計

大正溝地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

大正溝地区
（単位 円 ）

年度 償還金 平準化
資 金 総計

計

砂越地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計

砂越地区
（単位 円 ）

年度 償還金

計



単位（千円）

最上川下流右岸土地改良区連合事務所は
大町溝土地改良区事務所内へ移転しました。

平成 年度 事務体制

最上川下流右岸土地改良区連合事務所は
大町溝土地改良区事務所内へ移転しました。

平成 年度 事務体制

最上川下流右岸土地改良区連合事務所は
大町溝土地改良区事務所内へ移転しました。
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平成 年度

最上川下流右岸

土地改良区連合

予算総括表

会 計 名 予算額
一般会計
自動車償却及び購入基金特別会計
職員退職給与金特別会計
役員退任慰労金特別会計
褒賞金特別会計
事務所整備資金特別会計
財政調整資金特別会計

計

平成 年度

最上川下流右岸

土地改良区連合

予算総括表

会 計 名 予算額
一般会計
自動車償却及び購入基金特別会計
職員退職給与金特別会計
役員退任慰労金特別会計
褒賞金特別会計
事務所整備資金特別会計
財政調整資金特別会計

計

総務課長
（兼）管理係長
斎藤 博

庶務係長
（兼）会計主任
住石二美

施設管理主任
後藤 友治
施設管理主任
五十嵐 登

施設管理職員
小野寺 守 （大町溝から出向）
施設管理職員
菅原 幸平 （日向川から出向）

所在地 酒田市砂越字小形 番地

＠



平成 年度納期限内完納団体表彰名簿
（単位 円）
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平成 年度一般会計賦課金 期、 期の全てを納期限内に完納した 団体に対し、平成 年 月 日に執り

行われる大町溝土地改良区記念祭の席上、褒賞金を添え表彰いたします。

この表彰制度は、褒賞金が伴う大変有利な制度です。今回表彰されなかった団体につきましても団体内で

相談していただき納期限内に完納となるようにお願いします。

団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金

松 山 支 店 管 内 中 牧 田 砂 越 中 野 新 田

荒 興 野 石 名 坂 砂 越 土 崎

成 沢 団 体 砂 越 大 多 新 田

上 大 川 渡 平 田 中 央 支 店 管 内 田 沢 こあら 丁目

下 大 川 渡 山 谷 円 道 団 体

地 見 興 屋 山 谷 新 田 団 体 酒 田 支 店 管 内

下 新 田 新 山 東 平 田 支 店 管 内 亀 ケ 崎

臼 ケ 沢 楢 橋 滝 野 沢 浜 田

大 沼 新 田 山 楯 生 石 大 町

山 寺 川 先 中 野 目 金 生 沢 四 ツ 興 野

山寺中ノ丁 桜 林 興 野 横 代 大 宮

山 寺 仲 町 桜 林 団 体 遊 摺 部

松 嶺 石 橋 中 平 田 支 店 管 内 団 体

上 茗 ケ 沢 天 神 堂 大 槻 新 田 酒田市北部支店管内

上 北 目 泉 興 野 手 蔵 田 酒田市北部

中 北 目 堀 野 内 荻 島 団 体

小 見 三 之 宮 本 川 庄 内 町 管 内

下 餅 山 飛 鳥 茨野小牧新田 榎 木

下 茗 ケ 沢 飛 鳥 小 牧 団 体

引 地 飛 鳥 熊 手 島
合 計

上 竹 田 飛 鳥 大 野 新 田

中 竹 田 飛 鳥 勝保関（上）
団 体

下 竹 田 砂 越 勝保関（下）

団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金 団 体 名 褒 賞 金

松 山 支 店 管 内 中 牧 田 砂 越 中 野 新 田

荒 興 野 石 名 坂 砂 越 土 崎

成 沢 団 体 砂 越 大 多 新 田

上 大 川 渡 平 田 中 央 支 店 管 内 田 沢 こあら 丁目

下 大 川 渡 山 谷 円 道 団 体

地 見 興 屋 山 谷 新 田 団 体 酒 田 支 店 管 内

下 新 田 新 山 東 平 田 支 店 管 内 亀 ケ 崎

臼 ケ 沢 楢 橋 滝 野 沢 浜 田

大 沼 新 田 山 楯 生 石 大 町

山 寺 川 先 中 野 目 金 生 沢 四 ツ 興 野

山寺中ノ丁 桜 林 興 野 横 代 大 宮

山 寺 仲 町 桜 林 団 体 遊 摺 部

松 嶺 石 橋 中 平 田 支 店 管 内 団 体

上 茗 ケ 沢 天 神 堂 大 槻 新 田 酒田市北部支店管内

上 北 目 泉 興 野 手 蔵 田 酒田市北部

中 北 目 堀 野 内 荻 島 団 体

小 見 三 之 宮 本 川 庄 内 町 管 内

下 餅 山 飛 鳥 茨野小牧新田 榎 木

下 茗 ケ 沢 飛 鳥 小 牧 団 体

引 地 飛 鳥 熊 手 島
合 計

上 竹 田 飛 鳥 大 野 新 田

中 竹 田 飛 鳥 勝保関（上）
団 体

下 竹 田 砂 越 勝保関（下）



所有権、耕作権等の変更の場合の手続き（組合員自身による手続が必要）
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所有権移転 使用収益権移転
資格喪失
（解約）売買・贈与・交換 相 続 後継者移譲（使用貸借）

農業経営者変更賃貸借

新現資格者双方の印鑑

から のいずれかの書
類の写しを添付
農業委員会長の確認印

もしくは
土地登記簿謄本

（法務局より）
土地権利書
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

新資格者の印鑑

または の書類の写し
を添付
土地登記簿謄本

（法務局より）
土地権利書

死亡年月日を明記
（現資格者の印は不要）

新現資格者双方の印鑑

または の書類の写し
を添付
農業委員会長の確認印

もしくは
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書

の許可書
（農業委員会より）

新現資格者双方の印鑑

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条の確認通知書
（合意解約）の写し添付

（農業委員会より）

各種手続きの際に、賦課金引落し口座の確認可能な書面を持参下さい。
その他
・住所が変更となった場合は、住所変更届の提出が必要。
・賦課金引落し口座の変更の場合は、賦課金引落し口座番号変更届（通帳印が必要）の提出が必要。
・農地の分合筆した場合も 大町溝土地改良区 財務係までお知らせ下さい。

所有権移転 使用収益権移転
資格喪失
（解約）売買・贈与・交換 相 続 後継者移譲（使用貸借）

農業経営者変更賃貸借

新現資格者双方の印鑑

から のいずれかの書
類の写しを添付
農業委員会長の確認印

もしくは
土地登記簿謄本

（法務局より）
土地権利書
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書
の許可書

（農業委員会より）

）

）

）

新資格者の印鑑

または の書類の写し
を添付
土地登記簿謄本

（法務局より）
土地権利書

死亡年月日を明記
（現資格者の印は不要）

）

新現資格者双方の印鑑

または の書類の写し
を添付
農業委員会長の確認印

もしくは
農地法第 条許可書

（農業委員会より）
農用地利用集積計画書

の許可書
（農業委員会より）

）

）

新現資格者双方の印鑑

農業委員会長の確認印
もしくは

農地法第 条の確認通知書
（合意解約）の写し添付

（農業委員会より）

各種手続きの際に、賦課金引落し口座の確認可能な書面を持参下さい。
その他
・住所が変更となった場合は、住所変更届の提出が必要。
・賦課金引落し口座の変更の場合は、賦課金引落し口座番号変更届（通帳印が必要）の提出が必要。
・農地の分合筆した場合も 大町溝土地改良区 財務係までお知らせ下さい。

農業委員会の手続きだけでは大町溝の面積は変わりませんので 必ず届出 をお願いします。

各様式は大町溝土地改良区のホームページ（ ）よりダウンロードできます。

問い合わせ先 大町溝土地改良区 総務課 財務係 水落・小松まで

賦課金の納入について

土地改良区の運営は、すべて受益地の農地からいただく賦課金によってまかなわれており、大変重要
なものです。そのため土地改良区から賦課されている徴収金の先取特権の順位は、国税、地方税に次ぐ
大変重要な位置付けをされております。
ほ場整備事業等の償還金となる特別会計の賦課金についても同様です。特に特別会計賦課金について
は、賦課金のほとんどが、ほ場整備事業費の債務返済のための資金であり、少しでも賦課金の単価を下
げるため賦課金徴収に係る電算費用等の事務費につきましても最低の費用しか見ておらず財源に余裕が
ない状態です。組合員の皆さんから納入期限までに完納いただけない場合、借入金融機関へ償還ができ
なくなることになり、ほ場整備を行った地区全体に迷惑がかかることとなります。
しかしながら、厳しい農業情勢のなかで未収金が増える傾向となってきており、このままでは事業の
運営に支障を来すことになりかねない状況となってきております。
土地改良区といたしましても未納を容認することはできなく、納入いただくよう分割納入等の様々な
対応を個別に行わせていただいております。
何もご連絡がないままに未納されますと税金と同様に、国税徴収法に準じて差し押さえ等の滞納処分
を執行されることとなりますので、大町溝土地改良区 会計課まで必ずご連絡下さるようお願いいたし
ます。

連絡先 大町溝土地改良区 会計課（ ）まで



水路へゴミを捨てないで下さい！
通水に支障がありますご協力をお願いします

水路へゴミを捨てないで下さい！
通水に支障がありますご協力をお願いします
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大町溝土地改良区では、地域単位や学校での現地研修や出

前授業等を随時お受けしますので、ご連絡下さい。

（例）草薙頭首工・大町溝資料館・出前授業

大町溝土地改良区 庶務係 久松

＠

大町溝土地改良区が維持管理している施設（用排水路・農道等）を他の目的に使用する場合及び浄化槽処

理水等を大町溝土地改良区が維持管理している用排水路に放流する場合は、管理施設使用規程に基づき土

地改良区の承認が必要です。（承認を得ないで、施設を使用した場合速やかに撤去または、申請を促すと

ともに承認前に使用した期間に対し、規程に定める 倍の使用料を頂くこととなります。）

他目的使用の場合

（電柱（支柱、支線を含む）及び鉄塔設置・管類の地下埋設・広告物、街灯等・橋梁等・駐車場）

土地改良施設他目的使用承認申請書を保証人 人との連名で提出し、契約締結後（契約期間は 年間です。）

に使用料を納入し使用することとなります。（取扱手数料 円）

使用料又は阻害補償料については、大町溝土地改良区管理課へ問い合わせ下さい。

浄化槽処理水等放流の場合

土地改良施設他目的使用承認申請書を保証人 人との連名及び地域の総代、支溝代表者等の承諾印を受

け提出し、契約締結後（契約期間は 年間です。）に使用料を納入し使用することとなります。

（取扱手数料 円）

浄化水及び排水放流使用料については、大町溝土地改良区管理課へ問い合わせ下さい。

問い合わせ先 大町溝土地改良区 管理課 朝井・住石・阿部まで
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平 成 年 度 大 町 溝 土 地 改 良 区 事 務 体 制
所在地 酒田市砂越字小形 番地

主任 小松 和子

主事 橋 善幸

事 務 内 容

主任 小松 和子
（兼務）

主任 後藤 薫

主事 小野寺 守

（連合に出向）

雇員 佐藤 吉嗣

雇員 阿部 香奈

事 務 内 容

事 務 内 容

事 務 内 容

庶 務 係

財 務 係

会 計 係

管 理 係

総務課長
橋 寛

会計係長会計課長
長谷部 司 能登山一雄

管理課長 管理係長
朝井 美明 住石 文人

庶務係長
久松 渉

財務係長
水落 忠七

、

主任 小松 和子

主事 橋 善幸

事 務 内 容
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（連合に出向）
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雇員 阿部 香奈

事 務 内 容

事 務 内 容

事 務 内 容

庶 務 係

財 務 係

会 計 係

管 理 係

総務課長
橋 寛

会計係長会計課長
長谷部 司 能登山一雄

管理課長 管理係長
朝井 美明 住石 文人

庶務係長
久松 渉

財務係長
水落 忠七

、

主事 小野寺 守

（連合に出向）

雇員 佐藤 吉嗣

雇員 阿部 香奈

主任 後藤 薫
会計係長
能登山一雄

主任 小松 和子
（兼務）

財務係長
水落 忠七

主任 小松 和子

主事 橋 善幸

事 務 内 容

主任 小松 和子

主事 橋 善幸

財務係長
水落 忠七

主任 後藤 薫

主事 小野寺 守

（連合に出向）

雇員 佐藤 吉嗣

雇員 阿部 香奈

主任 小松 和子
（兼務）

会計係長
能登山一雄

事 務 内 容

事 務 内 容

事 務 内 容

庶務係長
久松 渉
庶務係長
久松 渉

会計課長
長谷部 司
会計課長
長谷部 司

管理課長
朝井 美明
管理課長
朝井 美明

管理係長
住石 文人
管理係長
住石 文人

平 成 年 度 大 町 溝 土 地 改 良 区 事 務 体 制
所在地 酒田市砂越字小形 番地

総務課長
橋 寛、

総務課長
橋 寛、
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・総代会、理事会、監事会、各委員会、その他会議
・選挙事務・文書の収受、発送、公告
・文書の編さん、保存
・予算及び財政一般・職員の服務厚生・広報
・他の係りに属しないもの

・組合員名簿、土地原簿及び図面・組合費の賦課
・農地転用に伴う意見書の交付、決済金の徴収
・財産の取得、管理及び処分
・農業振興地域整備計画の意見書に関すること
・工事に関する用地の買収及び補償等

・組合費の徴収、督促及び滞納処分
・土地改良区の経済に属する現金及び物品の収納保管
・決算の調整、証拠書類の保管
・預金有価証券の出納保管、管理
・出納保管に附帯する会計事務

平田揚揚水所所管
運転手（主任）（兼務） 佐藤 吉嗣
運転助手（副主任） 三浦 幸雄
運転助手 樋坂 仁
運転助手 佐藤 均
運転助手 斉藤 勘一
運転助手 齋藤 一男

揚水機運転管理及び分水門看守人
上野原・大正溝第 須田 勝男
上郷溝・大正溝第 三浦 久
上堰・下堰 斎藤 実

・かんがい排水施設の維持管理
・かんがい用水の取水、揚排水機の運転
・用排水の調整・かんばつ及び冠水等災害対策
・土地改良財産使用等の承認申請
・区有林の維持管理

南幹線揚水所所管
運転助手（副主任） 若菜 忠勝
運転助手 斎藤 清
運転助手 橋 友市
運転助手 橋 直丸
運転助手 北川 良市

揚水機運転管理及び分水門看守人
手蔵田・平田川 伊藤 正敏
第 ・第 齋藤 清喜
砂利柳・南幹線 橋 重弘
大町・中・北 阿部 敏明

・平田揚揚水所
・田沢川揚水所
・山谷溝揚水所
・横根山揚水所
・楢橋揚水所
・相沢川揚水所
・上野原揚水所
・沖ノ堰揚水所
・前畑揚水所

・南幹線揚水所
・砂利柳第 第 揚水所
・手蔵田揚水所
・仁助谷地揚水所
・下川原揚水所
・平田川揚水所
・勝保揚水所
・茨野排水機場
・茨野補助排水機場
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